
令和７年8月豪雨に伴う畳表提供に係るQ＆A

種類 番号 質問 回答

1 申請者の条件はあるか。 施主が現在熊本県内に居住していること、申請する住宅も熊本県内に所在することが条件です。

2 住宅の条件
令和７年８月１０日以降の雨による罹災証明書（準半壊以上）の発行を受けていることが条件です。
また、おおむね２月末までに畳の敷き込みを完了し、実績申請を３月１３日までに確実にJAやつしろに提出出来ること。

3 申請は誰が行うのか。
実際の施工を担当する畳店、工務店等からJAやつしろへ申請していただきます。
応募書類は施主との連名になります。

4 事業の対象は。
申請住宅の畳を納品する畳店、工務店等に県産いぐさ畳表を提供します。（上限６枚/戸）
提供を受けた畳表は必ず畳に加工して敷きこむこととし、置き畳等の移動できる畳の導入は対象外です。

5 畳表の張替も対象になるのか。 罹災証明書（準半壊以上）の発行を受けた住宅であれば、張替・畳の新調どちらも対象となります。

6 複数回応募してもよいのか。 当選者された方の２回目以降の応募については対象外としますが、未当選の方は次回以降に繰り越すことも可能です。

7 ４畳半の部屋でも畳表の提供を受けられるか。 ４畳半の部屋には、畳表５枚を提供させていただきます。

実績報告 8 どのような報告書類が必要か。
敷き込みを完了した写真を添付した使用届を提出していただきます。
写真撮影時までは、畳表にQRコードタグが挿入されている必要があります。

提供スケジュール 9 応募からどのくらいの期間で畳表が発送されるか。
翌月１０日頃を目安に発送しますが、営業日等の関係で多少前後します。
例：第１回（１１月３０日必着）であれば、１２月１０日頃発送。第３回（１月３１日必着）であれば、２月１０日頃発送。

10 他の補助金との併用は可能か。
畳床等の畳表以外の部分については、被災者の住まい再建制度等をご利用いただいて構いません。
各自治体で独自に行っている畳表替えの助成との併用はできません。

11
提供を受ける６枚と別に、県産いぐさ畳表を購入したい場
合は。

提供分と別に県産いぐさ畳表を購入することも可能です。個別にJAやつしろへご相談ください。

【事業実施上の畳表提供スキーム】

その他

申請の要件

畳店または工務店等 施主

畳表提供（無償） 畳新調・畳表替え

畳代支払（畳表代除く）支払なし

JA

（事業実施主体）


